
20広報 あそ
2013.08

市役所からのお知らせ

路線バスの利用促進に関するアイデアを募集します
財政課 企画係　☎２２－３２０４　お２２－３２０４

阿
蘇
市
に
は
、
東
西

に
走
る
鉄
道
（
Ｊ

Ｒ
九
州
）
や
地
域
を
結
ぶ

路
線
バ
ス
（
産
交
バ
ス
）

な
ど
の
公
共
交
通
機
関
が

あ
り
ま
す
。
中
で
も
路
線

バ
ス
は
身
近
な
移
動
手
段

と
し
て
大
き
な
役
割
を
担

い
、
多
く
の
人
が
利
用
し

て
い
ま
す
が
、
近
年
で
は

自
家
用
車
の
普
及
や
そ
の

他
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
で

利
用
者
が
め
っ
き
り
減
っ

て
き
て
い
ま
す
。（
詳
し

く
は
広
報
あ
そ
５
月
号
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。）

　
路
線
バ
ス
は
、
子
ど
も

か
ら
高
齢
者
ま
で
安
心
し

て
利
用
で
き
る
乗
り
物
で

す
。
普
段
か
ら
利
用
し
て

い
る
人
に
と
っ
て
は
、
な

く
て
は
な
ら
な
い
移
動
手

段
で
あ
り
、
そ
の
良
さ
は

利
用
し
な
け
れ
ば
わ
か
り

ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
、「
運
転
し
な

い
の
で
楽
」「
眠
く
な
っ

て
も
大
丈
夫
（
寝
過
ご
し

募　集

に
は
注
意
）」「
運
転
免
許

や
自
家
用
車
が
な
く
て
も

目
的
地
へ
行
け
る
」
な
ど

で
す
。

　
今
回
、
公
共
交
通
と
し

て
の
路
線
バ
ス
の
必
要
性

を
知
っ
て
も
ら
い
、
利
便

性
を
さ
ら
に
高
め
る
た

め
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら

楽
し
く
便
利
に
利
用
す
る

た
め
の
ア
イ
デ
ア
を
下
記

の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

募集テーマ 「路線バスを楽しく利用するためのアイデア」
例）こんなバスがあると楽しい。このように利用すると
役に立つ。私はいつもこのように利用している。など・・・

●募集対象者
①市内に居住している人
②�市内にある事業所等またはその事業所等に勤
務している人

③市内の学校に在学している人
※�特に日頃から路線バスを利用している人から
の応募をお待ちしています。

●�応募方法　応募用紙にアイデアを具体的に記
入して応募してください。用紙は阿蘇市の
ホームページからダウンロードするか、財政
課（☎２２‐３２０４）まで連絡してくだ
さい。電子メールによる提出も可能ですが、
送付または持参の場合、封入してください。

●�応募先　〒 869-2695　熊本県阿蘇市一の宮
町宮地５０４番地１　阿蘇市役所財政課

▶ メール：zaisei@city.aso.lg.jp（表題を「ア
イデア応募」としてください。）

▶ 産交バス (株 )阿蘇営業所（運転士の方に渡
されても構いません。）
●募集期間　９月３０日（月）午後５時まで
※�市役所及び各支所に提出する場合、閉庁日は
除きます。
●�アイデアの活用　今後の公共交通（路線バス）
の利用促進を考えるにあたって、役立たせて
いただきます。また、「広報あそ」などに掲
載して紹介するとともに、特に優れたアイデ
アには、アイデア賞（賞品）を贈呈します。
●�その他　
▶ 応募があったアイデアなどについて、直接、
話をお聞きする事もあります。

▶ 応募されたアイデアなどの権利は、阿蘇市に
帰属することになりますので、あらかじめご
承知ください。

９月２０日は「バスの日」です
　１１０年前の１９０３年（明治３６年）、
日本（京都市）で初めてバスが運行されま
した。
　この機会に公共交通としての路線バスの
良さを見つめ直しましょう。
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市民の皆さまへ、大事なお知らせや制度などを紹介するコーナーです。
お問い合わせは各担当課までお気軽にどうぞ。（おはお知らせ端末の番号）City information

ふるさと納税にご協力をお願いします
住環境課 都市・環境係　☎２２－３１６９　お２２－３１６９

案　内

市
で
は
、
阿
蘇
の
自
然

環
境
を
維
持
・
保
全

し
後
世
に
引
き
継
ぐ
た
め
、

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
「
Ａ
Ｓ

Ｏ
環
境
共
生
基
金
」
を
設
け

て
い
ま
す
。
こ
の
基
金
で
は

阿
蘇
に
想
い
を
寄
せ
て
い
た

だ
け
る
方
々
か
ら
の
ご
寄
付

を
活
用
し
、
阿
蘇
の
自
然
環

境
に
関
す
る
各
種
事
業
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　
「
ふ
る
さ
と
阿
蘇
」
の
自

然
環
境
を
守
る
た
め
、
阿
蘇

市
へ
の
ふ
る
さ
と
納
税
（
寄

付
）
に
つ
い
て
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
市
外
に
お
住
ま
い
の
ご
家

族
・
ご
親
戚
や
お
知
合
い
な

ど
に
阿
蘇
市
へ
の
ふ
る
さ
と

納
税
（
寄
付
）
を
呼
び
か
け

て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

　
寄
付
を
ご
検
討
い
た
だ
け

る
場
合
は
、
ご
一
報
い
た
だ

き
ま
す
と
ご
案
内
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
お
送
り
し
ま
す
。

ふるさと納税（寄付）制度とは？
ふるさとの自治体へ寄付をいただくことで、個
人住民税及び所得税の一部を軽減できる制度で
す。

実質的な負担は２千円
一定の限度内で寄付をされると、実質的に負担
される金額は２千円となります。ただし、個人
住民税については、所得割額の１割を限度とす
るなど、一定の制限があります。

毎年寄付できます
寄付金控除は毎年受けられます。したがって、
この制度を継続的に活用して「ふるさと阿蘇」
を応援することができます。

ふるさと納税（寄付）の流れ

阿蘇市

税務署お住まいの市町村

①阿蘇市に寄付

②受領書

③確定申告

④所得税の軽減

⑤住民税の軽減

ＡＳＯ環境共生基金とは

阿蘇は、阿蘇山（阿蘇五岳）
を中心とする世界最大級

のカルデラ、日本一の規模を誇
る広大な草原など世界に類のな
い雄大な自然景観、“九州の水
がめ”と言われる阿蘇の大地が
育む豊かな水、阿蘇特有の希少
な動植物が自生するなど豊富な
自然資源を有しています。
　これらの自然環境を国民共有
の財産として維持・保全し後世
に引き継ぐために、阿蘇に想い
を寄せていただける方々から寄
付を受け、基金として積み立て
阿蘇の自然環境に関する各種事
業を実施するため阿蘇市が独自
に設立した基金です。

※ふるさと納税制度に関しては税務課（☎ 22-3148）、ＡＳＯ環境共生基金に関しては住環境課（☎ 22-3169）まで。



阿蘇市波野出身の弁護士です！！
弁 護 士　佐 藤   眞 喜 夫 弁 護 士　佐 藤    聖 喜
【東京弁護士会所属・中央大学卒】
佐藤眞喜夫法律事務所
〒102-0085　東京都千代田区六番町六番地一ﾊﾟﾚﾛﾜｲﾔﾙ六番町 705号

【東京弁護士会所属・京都大学卒】
千代田中央法律事務所 所長
〒102-0085　東京都千代田区六番町六番地一ﾊﾟﾚﾛﾜｲﾔﾙ六番町 704号

ＴＥＬ　０３‐３２６５‐４９８１（代）　　　ＦＡＸ　０３‐３２３４‐５９１７

法 律 的 な 御 相 談 を
お 受 け い た し ま す。

《佐藤 眞喜夫宅》 〒861-5512　熊本市北区梶尾町 1107 番 172　 TEL:096-245-5007　 FAX:096-288-1394

民事事件一般をお受けします。執務時間は土・日・祝祭日を除き 9:00 ～ 18:00 迄　急用の方は佐藤眞喜夫自宅へ連絡下さい。

　老朽化
していた
山田配水
池の整備
工事が終
わり、新
しい配水池が完成しました。７
月末日に切替え作業を実施し、
新しい配水池からの給水を行い
ます。山田配水池からの給水区
域については山田地区、原の口
地区です。

（問い合わせ）阿蘇市水道課
　☎２２ ‐ ３１９６
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《国民健康保険》国保限度額適用・標準負担額認定証の更新手続き
ほけん課 国保・年金係　☎２２－３１４５　お５６－３１４５

国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
人

で
、
入
院
し
た
と
き
の
医

療
費
や
食
事
代
に
つ
い

て
、
下
記
の
認
定
証
の
有

効
期
限
が
平
成
25
年
７
月

31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま

す
。
引
き
続
き
該
当
す
る

人
は
、
８
月
31
日
ま
で
に

更
新
の
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。（
８
月
中
の

更
新
手
続
き
に
よ
っ
て
８

月
１
日
か
ら
有
効
と
な
り

ま
す
）

　
ま
た
、入
院
中
（
予
定
）

の
人
で
認
定
証
を
お
持
ち

で
な
い
場
合
は
、
ほ
け
ん

課
国
保
・
年
金
係
ま
た
は

各
支
所
市
民
係
ま
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

■
限
度
額
適
用
認
定
証

　
入
院
時
に
、
月
ご
と
に

か
か
る
一
部
負
担
金
が
自

己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な

り
ま
す
。
自
己
負
担
限
度

額
は
、
前
年
の
所
得
に
応

じ
て
決
定
し
ま
す
。（
対

象
は
69
歳
ま
で
の
人
ま
た

は
70
～
74
歳
の
住
民
税
非

案　内

課
税
世
帯
の
人
）

※ 

国
民
健
康
保
険
税
を
滞

納
し
て
い
る
場
合
は

限
度
額
適
用
認
定
証

の
交
付
は
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
。

※ 

申
告
を
し
て
い
な
い
場

合
は
上
位
所
得
者
と

み
な
さ
れ
、
限
度
額
が

高
く
設
定
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。

■ 

標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
・
長
期
入
院
該
当

　
74
歳
ま
で
の
住
民
税
非

課
税
世
帯
の
人
に
つ
い
て

は
、
入
院
時
の
食
事
代
が

減
額
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

90
日
を
超
え
る
入
院
の
場

合
は
長
期
入
院
該
当
と
な

り
、
申
請
に
よ
り
食
事
代

が
さ
ら
に
減
額
さ
れ
ま

す
。（
そ
の
場
合
は
90
日

以
上
の
入
院
を
証
明
で
き

る
書
類
が
必
要
と
な
り
ま

す
）

●
申
請
に
必
要
な
も
の

▼
被
保
険
者
証

▼
現
在
お
持
ち
の
認
定
証

▼
印
鑑

緑の募金運動にご協力ありがとうございました
　さまざまな森づくりや人づくり活動に活かされる緑の募金に
ついて、４月から受け付け、各行政区長を通じ募金いただいた
金額は次のとおりです。お寄せいただいた募金は、熊本県緑化
推進委員会へ送金し、次のような取り組みに活用されます。

合計　金８３７，６００円
▶植樹祭、育樹祭の開催による環境緑化の推進
▶次代を担う「緑の少年団」の育成、学校緑化
▶県民、企業、団体等の協働による「県民参加の森林づくり」
の推進
▶緑化キャンペーンによる緑化の啓発活動など

《　問い合わせ　阿蘇市農政課　☎２２－３２７４　》

広
告

市役所からのお知らせ

山田配水池が完成しました




